
◎輸血とは？ 

1.輸血の必要性について： 
 

酸素運搬能：赤血球は酸素を全身に運搬する役割を持っています。手術や
出血や化学療法等でこの赤血球が失われることを貧血と言います。貧血が
高度になると組織への酸素運搬が障害され体の組織は酸素不足に陥り、心
臓も含めて組織が障害されます。 

止血機能：血液の中の血小板や凝固因子（血漿成分に含まれています）は 
出血した部位の血を止める役割を担っています。手術や大けが、化学療法な
どで血小板が減少すると血が止まらなくなり、さらに進行すると全身の皮膚、
臓器に出血をきたし酸素が不足し血圧が保てなくなります。 

血圧維持：血液は血管内と心臓内に充満した状態で心臓から血液が駆出さ
れることによって血圧を維持することができます。しかし循環している血液の
２０-３０％以上血液が失われると血圧が維持できなくなりショック状態となり、
酸素が全身に運ばれませんので、生命の危険があります。 

 手術やけが等で出血し、重要な臓器に酸素を供給できなくなった場合にそ
の治療法として適正に輸血を行い、組織障害を防ぐようにします。 

 なお、予定された手術前に、事前に自分の血液を保存しておくこともありま
す（自己血採血）。 

主治医にご相談ください。 
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当院では、輸血を受ける患者さん用に、輸血手
帳をお渡ししています。お気軽に、お尋ねください。 
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2.輸血の種類について 
 
 輸血用血液製剤には、「赤血球製剤」、「血漿製剤」、「血小板製
剤」、「全血製剤」があります。 
現在は、血液を遠心分離し、赤血球、血漿、血小板の3種類の成分で
ある「赤血球製剤」、「血漿製剤」、「血小板製剤」に分け、患者さんが
必要とする成分だけを輸血する「成分輸血」が主に行われています。「成
分輸血」は、患者さんにとって不必要な成分が輸血されないですむため、
循環器（心臓や腎臓など）の負担が少なくてすみます。各製剤の詳細
はこちらにあります。 
 
 貧血には赤血球製剤、出血症状には血小板製剤や凝固因子製剤
や血漿製剤を輸血します。血圧の維持には赤血球、凍結血漿、アルブ
ミン製剤等も投与します。  
 
 なお、輸血によってひどい副作用が出た場合、それを防止するためや造
血幹細胞移植後の血液型が変わるとき（移行期）には赤血球製剤や
血小板製剤の血漿部分の洗浄が必要な場合があります。追加処理実
施時は製剤の概観が異なりますのでご留意ください。 

血漿分画製剤の説明書（修正）.pdf
血漿分画製剤の説明書（修正）.pdf
Yuketsu-fukusayou.pdf
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3. 血液型の確認（ABO/Rh）、交差適合試験、
不規則抗体スクリーニングについて： 
輸血を安全に行うため、または副作用がないかを調
べたりするための検査が行われます。これには血液
型検査、不規則抗体検査、交差適合試験検査、輸血
前後感染症検査、必要に応じて抗HLA抗体検査等が
あります。 



４.輸血による副作用 

 献血者のスクリーニング検査の改良などにより献血血液は大変安全になり、
輸血後肝炎などは極めて少なくなりました。しかし、危険性が完全にゼロで
はありません。 副作用の多くは、軽症で輸血中あるいは直後に生じます。
副作用内容と頻度は、下記の表の通りです。 

■輸血による副作用と頻度 
■副作用には大きく3つのタイプがあります。 

1. 免疫学的副作用 
A. 溶血性副作用（軽症1/1,000回、重症1/1万回） 
   主に赤血球との相性が悪い場合に赤血球が破壊されて起こります。→赤褐色尿、貧血、
黄疸症状がでます（1－2週間後）。 
 

B. 非溶血性副作用 
①アレルギー反応：皮疹やかゆみ、目や唇のむくみといった皮膚症状や発熱（1/10～
100回）から重いショック（1/1万回）までさまざまです。 
②輸血後GVHD（1/1万）：血液製剤中のリンパ球が患者さんを異物と認識して攻撃す
る症状です。皮膚、肺、消化管が障害され重篤化しますが、現在は予防法が発達しているの
で殆ど報告はありません。 
③呼吸不全（輸血関連急性肺障害TRALI)（1/5,000～1万回）：輸血後数時間以
内に非心原性の急激な肺水腫による呼吸困難を呈する重篤な副作用です。 
 

2. 感染症：（1万～100万回に1回以下） 
検査や対策方法が進み、感染症を生じることは非常に稀ですが、全くゼロというわけではありま
せん。 
①細菌感染症（キャピロバクター、病原性大腸菌などによる敗血症（1/1万～10万回）、 
②ウイルス感染症（A型、B型（1/30～40万回）、C型、E型肝炎,HEV, HIV感染
(<1/100万回）, パルボB19, サイトメガロウイリス等) 
③その他マラリア、狂牛病など 
 

3. その他 
①循環過負荷(TACO)：輸血によって心蔵・循環器系に負荷がかかった状態です。 

②鉄過剰症：頻回輸血により赤血球に含まれる「鉄分」が体に取り込まれ、不要な鉄
を体外排出できなくなった状態です。鉄は 肝、心臓などに貯まり機能を障害します。鉄キレー
ト剤などで治療する場合があります。 
   
*発症頻度は、年毎に変動があります。予防・治療について、詳しくは主治医にお尋ねください。 



皮疹・かゆみ・むくみ 
38℃以上の発熱 
呼吸困難 

 （息が苦しい、喘鳴、爪や唇の色が悪くなる） 

赤褐色尿 

 （赤～褐色の尿が出る） 

意識障害 

 （ぼんやりする、意識がなくなる,血圧低下） 
 
 
 

輸血後、以下のような症状が出たときには 
ご連絡下さい。 

連絡先 
東京大学医科学研究所附属病院 

03-3443-8111(代表) 
平日9:00～17:00は外来主治医 

夜間・休日は看護管理当直 
に電話を取次いでもらってください。 
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 副作用症状が出た場合には、機序に応じた治療を行います。 
 輸血中に副作用が発生した場合には、輸血を中止し、副作用の治

療を行い、原因究明に必要な検査の採血などを行います。検査は
赤十字血液センターに依頼することもあります。重篤な副作用につ
いては、赤十字血液センター/厚生労働省に報告します。 

 
 予防： 血液製剤中の白血球はあらかじめ血液センターが除去さ

れていますが、さらに血液センターまたは病院で放射線をかけてアレ
ルギーを起こすリンパ球が増えないようにしています。それでも、少量
の白血球や製剤に残った血漿のために副作用が起きる場合がありま
す。 

 その場合には、輸血前に、ひどいアレルギー症状にならないために抗
アレルギー剤の投与を行ったりします。症状によってはステロイド剤を
投与します。次の輸血の副作用を予防するために、再度血液検査
が必要な場合があります。ご協力お願いします。 
 

 血液の安全性は高くなっていますが、万が一の輸血副作用の発生
に備えて、当院では、輸血前に必要な検査を実施するとともに、後
日の検査に備え血液を保管しています。 
 

 使用記録（患者さん氏名、住所、使用日、製剤名、製造番号な
ど）は２０年間保存することが法律で定められています。もし、昔輸
血を受けて時間が経ってから何らかの副作用が生じた場合でも、遡
及できる場合がありますので、医療機関にご相談ください。 
 

 血液製剤が原因で被害が生じた場合には「生物由来製品感染等
被害救済制度」という国に補償制度があります。 主治医にご相談
ください。 

5.輸血による副作用の治療と予防 
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6.輸血後の検査について 

 輸血による合併症・副作用の有無を確認するために、輸血２～３か
月後に受診して肝炎ウイルスやHIVウイルスなどの検査を受けて頂いて
おります。 

  献血者のスクリーニング検査などでは検出できなかった微量のウイルスの混入
が輸血後に発生することがあります。このような場合に備えて、輸血記録と連絡
先を保管し、必要な検査を受けて頂くように連絡を行います。これを遡及（そ
きゅう）調査をいいます。 

 輸血による肝炎等の感染症が発生した場合には、赤十字血液センター/厚生
労働省に報告します。 

  血漿分画製剤によるウイルス感染症および細菌感染などは、スクリーニング検
査の進歩や、製造過程でのウイルス除去や感染性を失わせる工程が導入され、
感染症伝播のリスクは限りなく少なくなっています。 

 他人の血液成分によって引き起こされる免疫反応（じんましん、アナフィラキー
反応、発熱、血圧低下、呼吸困難、溶血など）が起こることがあります。 

 血漿分画製剤の副作用を適切に把握するために、検体の保管や必要な感染
症などの検査を実施することがあります。 

 重篤な副作用が発生した場合には、製剤の製造者/厚生労働省に報告します。 
 使用記録（患者さん氏名、住所、使用日、製剤名、製造番号など）は２０

年間保存することが法律で定められています。 

7. 血漿分画製剤の副作用について 
 血漿分画製剤は最近きわめて安全になってきましたが、ごくまれに副作用
や合併症があります。 


